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令和元年 10 月 30 日 

厚 生 労 働 省 老 健 局 

認知症施策推進室・高齢者支援課・振興課・老人保健課 
 

 

 

 

貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう

よろしくお願いいたします。 

 

各都道府県介護保険担当課（室） 御 中 
← 厚生労働省 認知症施策推進室、高齢者支援課、 

振興課、老人保健課 

今回の内容 

 

特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特

別措置に関する法律第３条第２項の規定に基づき、同条第

１項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の

満了日を令和２年３月 31 日とする措置を指定する件につ

いて計３枚（本紙を除く） 

連絡先  T E L  : 03-5253-1111(内線 3975、3971、3979、3949) 

FA X  : 03-3503-7894 

 



老発１０３０第３号 

令和元年 10月 30日 

 

各都道府県知事殿 

厚生労働省老健局長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法

律第３条第２項の規定に基づき、同条第１項の特定権利利益に係る期間の延長

に関し当該延長後の満了日を令和２年３月 31日とする措置を指定する件につ

いて 

 

「令和元年台風第十九号による災害についての特定非常災害及びこれに対し適

用すべき措置の指定に関する政令」（令和元年政令第 129号）が、別添１のとお

り、令和元年 10月 18日付けで公布され、同日から施行されたことにより、「特

定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」

（平成８年法律第 85号。以下「法」という。別添２を参照。）の規定の一部が、

令和元年台風第 19号による災害に適用されることとなった。 

 具体的には、法第２条第１項の特定非常災害として令和元年台風第 19号によ

る災害が指定され、その被災者等について、行政上の権利利益の回復又は保全の

ための期間の満了日の延長や、法令上の義務が期限内に履行されなかった場合

の責任の免除等の措置が行われるものである。 

これを受けて、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別

措置に関する法律第３条第２項の規定に基づき同条第１項の特定権利利益に係

る期間の延長に関し当該延長後の満了日を令和２年３月 31日とする措置を指定

する件」（令和元年厚生労働省告示第 148号。以下「告示」という。）が、別添３

のとおり、令和元年 10月 21日付けで告示された。 

この告示は令和元年台風第 19 号に際し、災害救助法（昭和 22 年法律第 118 

号）が適用された市町村の区域（以下「特定被災区域」という。）内において、

介護保険法第 41 条第１項本文の規定に基づく指定居宅サービス事業者の指定

等及び同法第 42条の２第１項本文の規定に基づく指定地域密着型サービス事業

者の指定等について、有効期間を延長し、その満了日を令和２年３月 31日とす

るものである。 

これらに伴う介護保険に関する法令の運用における留意点等は下記のとおり

であるので、御了知の上、管内市町村、関係団体、関係機関等にその周知徹底を

図るとともに、その運用に遺憾のないようにされたい。 

 



 

記 

第１ 行政上の権利利益の回復又は保全のための期間の満了日の延長について 

 

１ 告示により有効期間等の満了日を延長した権利利益のうち、介護保険法（平

成９年法律第 123 号）の規定に基づくものは、次のとおりである。 

➀ 指定居宅サービス事業者の指定（特定被災区域内に在る事業所に係るもの 

に限る。）（第 41 条第１項本文） 

➁ 指定地域密着型サービス事業者の指定（特定被災区域内に在る事業所に係 

るものに限る。）（第 42 条の２第１項本文） 

③ 指定居宅介護支援事業者の指定（特定被災区域内に在る事業所に係るもの 

に限る。）（第 46 条第１項） 

④ 指定介護老人福祉施設の指定（特定被災区域内に在る事業所に係るものに 

限る。）（第 48 条第１項第１号） 

⑤ 指定介護予防サービス事業者の指定（特定被災区域内に在る事業所に係る 

ものに限る。）（第 53 条第１項本文） 

⑥ 指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定（特定被災区域内に在る事 

業所に係るものに限る。）（第 54 条の２第１項本文） 

⑦ 指定介護予防支援事業者の指定（特定被災区域内に在る事業所に係るもの 

に限る。）（第 58 条第１項） 

⑧ 介護支援専門員証の交付（第 69 条の７第１項） 

⑨ 介護老人保健施設の開設の許可（特定被災区域内に在る施設に係るものに 

限る。）（第 94 条第１項） 

⑩ 介護医療院の開設の許可（特定被災区域内に在る施設に係るものに限る。） 

（第 107 条第１項） 

⑪ 第１号事業に係る指定事業者の指定（特定被災区域内に在る事業所に係る 

ものに限る。）（第 115 条の 45 の３第１項） 

⑫ 指定介護療養型医療施設の指定（特定被災区域内に在る施設に係るものに 

限る。）（健康保険法等の一部を改正する法律（平成 18 年法律第 83 号）附 

則第 130 条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものとされた同

法第 26 条の規定による改正前の介護保険法第 48 条第１項第３号） 

 

２１の➀から⑫までに掲げる指定等についての更新の申請があった場合には、

延長後の有効期間を前提として更新の手続を行うこととなり、原則として、更

新後の有効期間は、令和２年４月１日から起算することとなる。告示の適用日

前に更新の申請がなされた場合（その有効期間が令和元年 10 月 10 日から令

和２年３月 31 日までの間に満了するものに限る。）であって、処分がなされ

ていないものについても同様である。 



 

３ 告示により指定された措置のほか、法第３条第１項に規定する行政庁又は行

政機関は、令和元年台風第 19号による災害の被害者であって、理由を記した

書面によりその特定権利利益（法第３条第１項参照）に係る満了日の延長の申

出を行ったものについて、令和２年３月 31日までの期日を指定してその満了

日を延長することができる（法第３条第３項）。 

 

第２ 法令上の義務が期限内に履行されなかった場合の責任の免除について 

法令に基づき令和元年 10月 10日から令和２年１月 30日までの間に履行期

限が到来する義務が令和元年台風第 19 号により履行されなかった場合におい

て、当該義務が令和２年１月 31 日までに履行されたときには、当該義務が履

行されなかったことについて、行政上及び刑事上の責任（過料に係るものを含

む。）は問われない（法第４条第２項）。 


